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第2編牧園の神話

第

一

章

『
古
事
記
』
と

『
日
本
書
紀
』 

ど
こ
の
国
に
も
民
族
の
成
り
立
ち
や
、

国
家
の
誕
生
に
つ
い
て 

美
し
い
神
話
や
伝
説
が
あ
る
。
自
分
た
ち
の
遠
祖
を
神
格
化
し
、
 

権
威
あ
る
も
の
に
信
じ
た
い
の
は
、
古
今
東
西
、

万
国
を
通
じ
て 

の
人
間
の
通
念
で
あ
る
。
神
話
や
伝
説
は
、
大
昔
か
ら
語
り
継
が 

れ
た
も
の
で
、

こ
れ
ら
を
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
物
語
に
し
た
代 

表
的
な
も
の
が
、

日

本

の

場

合

は

『
古
事
記
』
と

『
日
本
書
紀
』 

で
あ
ろ
う
。

一
 

『
古

事

記

』

『
古
事
記
』

は
、

天
武
天
皇
が
稗
田
阿
礼
に
命
じ
て
覚
え
さ
せ 

た
材
料
を
、

太
安
万
侶
が
ま
と
め
た
も
の
で
、
和

銅

五

年(

七
一 

二)

に
で
き
た
。

三
巻
か
ら
成
り
、

上

巻

は

「
序
」
と
神
代
、

中 

巻
は
神
武
天
皇
か
ら
応
神
天
皇
ま
で
、

下
巻
は
仁
徳
天
皇
か
ら
瓶 

古
天
皇
ま
で
に
充
て
ら
れ
、
中
•

下
巻
で
は
天
皇
一
代
ご
と
に
系 

譜
•

伝
承
が
記
さ
れ
、

仁

賢

天

皇

以

降

に

は

「
帝
紀
」
(

天
皇
家

の
系
譜)

の
み
を
記
し
て
い
る
。

「
序

」

に

は

『
古
事
記
』
編

纂

の

意

図

と

経

過

が

伝

え

ら

れ 

(

『
日
本
書
紀
』

に

は

「
序

」
が
な
い)

、

そ
の
末
尾
の
日
付
と
書 

名
に
よ
っ
て
、

和

銅

五

年(

七
ニ
一)

正
月
二
十
八
日
に
太
安
万 

侶
が
撰
進
し
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、

こ

の

撰

進

の
こ

と

は

『
続
日 

本
紀
』

に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

「
序

」
は
三
段
か
ら
成
り
、

第
一
段
で
は
神
代
か
ら
推
古
天
皇 

に
い
た
る
歴
代
の
事
績
を
回
顧
し
、

第

二

段

で

「
帝
紀
」
「
旧
辞
」 

(

説

話
•

伝
承)

の
選
定
を
命
じ
た
天
武
天
皇
の
修
史
事
業
と
稗 

田
阿
礼
の
誦
習
を
記
し
、

第

三

段

に

和

銅

四

年(

七
一
一)

九
月 

十
八
日
に
元
明
天
皇
が
太
安
万
侶
に
詔
し
て
、

阿
礼
が
誦
習
し
た 

「
帝
紀
」
と

「
旧
辞
」
を
撰
録
さ
せ
た
と
見
え
、

『
古
事
記
』

の 

完
成
す
る
ま
で
の
経
過
を
名
文
で
記
し
て
い
る
。
な

お

「
序

」

に 

よ
れ
ば
、

『
古
事
記
』

の
原
資
料
は
諸
氏
族
の
も
つ
「
帝
紀
」
と 

「
旧
辞
」

で
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
は
六
世
紀
半
ば
以
降
天
皇
家
に
伝 

え
ら
れ
筆
録
さ
れ
た
が
、
後
に
諸
氏
族
が
こ
れ
を
写
し
多
く
の
異 

本
が
で
き
た
た
め
、

天
武
天
皇
は

阿
礼
を
助
手
と
し
て

「
削
偽
定 

実

」
(

偽
り
を
削
り
、
実
を
定
め
る
こ
と)

を
行
っ
た
、

と
い
わ 

れ
て
い
る
。

『
古
事
記
』
は
推
古
天
皇
ま
で
の
天
皇
家
の
系
譜
を
知
る
の
に
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第1章『古事記』と『H本書紀』

は
史
書
と
し
て
、
古

語

や

歌

謡•

神 

話
•

伝
承
な
ど
を
見
る
の
に
は
文
学 

書
と
し
て
、

歴
史
と
文
学
の
両
面
か 

ら
活
用
さ
れ
た
。

「
序

」

に

「
古

を 

稽
へ
て
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
「
古
」 

の
語
り
を
重
視
す
る
書
で
あ
り
、

三 

巻
の
う
ち
三
分
の
一
に
当
た
る
上
巻 

に
神
代
を
充
て
た
意
図
も
、

こ
こ
に 

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

二

『
日
本
書
紀
』 

『
日
本
書
紀
』
は
、

舎
人
親
王
ら 

が
、
中
国
の
歴
史
書
を
模
範
に
し
て 

つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
。
朝
廷
や
豪 

族
の
家
々
に
伝
え
ら
れ
た
言
い
伝
え 

を
、

天
皇
を
中
心
と
し
た
歴
史
に
ま 

と
め
た
も
の
で
、

因
幡
の
白
兎
や
海 

幸

彦
•

山

幸

彦
•

日

本

武

尊

の
 

物
語
な
ど
の
神
話
や
伝
説
が
、

そ
の

」古事記』『日本書紀』編纂前後における大隅•薩摩

年号（西暦） 事 項

推古18年 (610) 『天皇記』『国記』できる。

弘文1 
天武1

(672) 壬申の乱

天武10 (681) 『帝紀』『旧辞』できる。

天武11 (682) •大隅隼人•阿多隼人の天覧相撲。大隅隼人勝つ。

文武3 (699) •稲積城（牧園）を修築させる。

文武4 (700) •覓国使（べっこくし）剽却事件（隼人、朝廷へ反抗）

大宝1 (701) 大宝律令制定

大宝2 (702) •薩摩•種子両国創置

〃 〃 •隼人の反乱

和銅5 (712) 『古事記』できる。

和銅6 (713) 『風土記』の撰進命令がでた。

〃 〃 •大隅国創置

〃 〃 •隼人の反乱

和銅7 (714) •豊前の国から200戸（約5,000人）隼人対策大隅国へ移住

養老4 (720) 『日本書紀』できる。

〃 〃 •隼人反乱（大隅国守を殺す。大伴旅人、隼人を征討）。

天平12 (740) •藤原広嗣の乱（隼人族参戦）

天平14 (742) •霧島山噴火。大隅国大地震

天平7 
勝宝7 (755) •大隅国に「菱刈郡」を創置

神護q 
景雲3 (769) •和気清麻呂、大隅（牧園）に流さる0

延暦9 (790) 『万葉集』完成

〃16 (797) 『続日本紀』成る。
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第2編牧園の神話

中
に
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
は

養

老

四

年(

七
二 

〇)

に
で
き
た
。

こ
の
書
は
、
唐
を
強
く
意
識
し
て
編
纂
さ
れ
た 

「
日
本
」

の
正
史
で
あ
っ
た
。
中
国
に
対
し
、

「
倭

」

の
代
わ
り 

に

「
日
本
」
と
い
う
国
号
を
正
式
に
用
い
た
の
は
、

大
宝
律
令
施 

行
後
、
大

宝

二

年(

七
〇
二)

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
 

『
日
本
書
紀
』
は
、

諸
氏
が
伝
え
た
先
祖
の
記
録
や
、

地
方
諸 

国
に
伝
え
ら
れ
た
物
語
の
記
録
、
政
府
の
記
録
、

個
人
の
手
記
、
 

寺

院

の

縁

起(

寺
の
で
き
た
由
来)

、

は
て
は

中
国
や

朝
鮮
の
史 

料
ま
で
広
く
集
め
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
。

そ

の

た

め

『
古
事
記
』 

に
比
べ
て
よ
り
詳
細
で
、

か
つ
、

史
書
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る 

結
果
と
な
っ
た
。

ま
た
、

本

文

に

分

注(

分
け
て
説
明
、

解
釈
す 

る
こ
と)

を
付
し
、

異

説

や

典

拠(

正
し
い
よ
り
ど
こ
ろ)

に
な 

っ
た
記
録
を
引
用
し
て
い
る
。

以
上
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』

の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
き 

た
が
、
両
書
に
用
い
ら
れ
て

い
る
基
本
資
料
は
「
帝
紀
」
と

「
旧 

辞
」

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
次

に

「
帝
紀
」
と

「
旧
辞
」

に 

つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

㈠

「
帝 

紀

」

「
帝
紀
」

は
、

歴
代
の
天
皇
の
系
譜
、

い
わ
ば
王
統
譜
と
も
い

う
べ
き
内
容
を
も
っ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
、

天
皇
の
名
、
皇
居 

の
所
在
、

治
天
下
の
こ
と
、

皇
后
・
皇
子
女
の
名
、

そ
れ
に
関
す 

る
重
要
事
項
、

治
世
中
の
重
大
事
件
、

天
皇
の
享
年
、

治
世
の
年 

数
、

山
陵
の
所
在
な
ど
が

書

か
れ
て

い

る(

一
部
を
欠
く
場
合
も 

あ
る)

の
で
あ
り
、

こ

れ

ら

が

「
帝
紀
」

の
内
容
で
あ
っ
た
と
考 

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈡

「
旧 

辞

」

「
旧
辞
」

に
つ
い
て
は
、

『
古
事
記
』

か
ら
帝
紀
的
記
載
を
除 

い
た
部
分
が
、

そ
の
内
容
を
示
す
と
解
さ
れ
て
い
る
。

「
序

」

で 

は

本

辞•

先
代
旧
辞
と
も
書
か
れ
、

天
武
紀
十
年
三
月
条
で
は
上 

古
の
諸
事
と
あ
る
が
、

上

古

の

諸

事

と

い

う

の

は

「
旧
辞
」

の
内 

容
を
い
っ
た
表
現
で
あ
ろ
う
。

具
体
的
に
い
え
ば
、

上
巻
に
お
け 

る
神
代
の
物
語
、
中
•

下
巻
に
お
け
る
諸
伝
説
、

多
く
の
歌
物
語 

な
ど
が
、

「
旧
辞
」

の
内
容
で
あ
る
。
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第2章神話のあらすじ

第
二
章
神
話
の
あ
ら
す
じ

「
神
話
の
ふ
る
さ
と
」
と

い

わ

れ

る

私

た
ち

の

町

「
牧
園
」
と 

最
も
関
係
の
深
い
神
話
は
、

天
孫
降
臨
神
話
で
あ
る
。

し
か
し
、
 

天
孫
降
臨
の
部
分
だ
け
独
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
前
後 

に
い
く
つ
か
の
物
語
が
あ
っ
て
、

一
連
の
物
語
の
す
じ
が
展
開
さ 

れ
て
い
る
。
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』

の
神
話
の
組
み
立
て
は
、

『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
の
組
み
立
て

ー
ー⑴

天
地
創
造

1
⑵

国

生

み

㈠

「
国
生
み
神
話
一
ー
—⑶

神

生

み

——

—⑷

制
泉
の
国 

一

ー
ー⑸

三
貴
神
誕
生

——㈤
(

日
向
神
話
丁
一

図
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
 

国
生
み
神
話

神
話
の
冒
頭
は
ど
の
民
族
で
も
創
世
の
神
た
ち
の
物
語
か
ら
始 

ま
る
。
神
々
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
て
き
た
か
、

そ
し
て
、
 

そ
れ
ら
の
神
々
に
よ
っ
て
、

天
と
地
が
ど
の
よ
う
に
し
て
つ
く
ら 

れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
が
抱
く
夢
で
も 

あ
る
。

日
本
神
話
も
、

ま
た
、

同
じ
く
創
世
の
神
々
と
、

天
地
創

一
-
a

う

け 

ひ

一——«

高
天
原
神
話I

一

一
ー㈢

一

出

雲

神

話

一.

一
ー⑵

天
の
岩
戸 

一——⑴

八
岐
大
蛇
—
草
薙
剣.

—

—⑵

大
国
主
神
の
国
つ
く
り
一
因
幡
白
兎

1
⑶

国
ゆ
ず
り

天
孫
降
臨
神
話
丁
一

ー
ー⑴

木
花
之
佐
久
夜
毘
売

—
(

神
武
東
征) 

_
ー⑵

海

幸

彦
•

山
幸
彦
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造
の
物
語
か
ら
始
ま
る
。
『
古
事
記
』

の
冒
頭
に
は
、

「
天
地
の
初 

発
の
時
、
高
天
原
に
成
れ
る
神
の
名
は
、

天
之
御
中
主
神
。
次
に 

高
御
産
巣
日
神
。
次
に
神
産
巣
日
神
」
が
現
れ
た
。
次

に

「
国
雅 

く
浮
脂
の
如
く
し
て
、

久
羅
下
な
す
た
だ
よ
え
る
時
に
、
葦
牙
の 

如
く
萌
え
騰
る
物
か
ら
独
り
神
や
、

男

女

一

対

の

神

が

現

れ

、
」 

最

後

に

伊

舞

諾

尊•

伊
舞
冉
尊
が
現
れ
た
。
 

創
造
神
と

さ
れ
た
伊
舞
諾
尊•

伊
拝
冉
尊
が
大
八
洲
国
や
山
川 

草
木
を
生
み
、
最
後
に
火
の
神
を
う
ん
だ
時
、

伊
舞
冉
尊
は
な
く 

な
ら
れ
た
。

そ
し
て
、

両
神
の
争
い
の
場
面
に
な
る
黄
泉
の
国
の 

物
語
、
黄
泉
の
国
か
ら
逃
げ
か
え
っ
た
伊
蚌
諾
尊
が
、
筑
紫
の
日 

向
の
小
戸
の
橘
の»

原
で
祓
ぎ
除
い
を
さ
れ
て
、

そ

の

み

そ

ぎ 

に
よ
っ
て

天
照
大
御
神•

月

読

命

・

建

速

須

佐

之

男

命

が

う

ま 

れ
、

こ
れ
か
ら
さ
き
の
神
話
は
、

天
照
大
御
神
と
須
佐
之
男
命
、
 

及
び
こ
の
両
神
の
子
孫
を
中
心
と
し
て
展
開
し
て
い
く
。

二
高
天
原
神
話

海
原
を
治
め
て
い
た
須
佐
之
男
命
が
、
高
天
原
を
治
め
て
い
た 

天
照
大
御
神
を
た
ず
ね
、

心

の

清

明

さ

を

誓

っ

た

「
う
け
ひ
」

の 

物
語
、

こ
の
時
、

大
御
神
の
身
に
つ
け
た
玉
か
ら
う
ま
れ
た
最
初

の

神

が

天

之

忍

穂

耳

命

と

い

い

、

そ
の
御
子
が
天
孫
瓊
々
杵
尊 

で
あ
る
。

次
に
、
高

天

原
で

の

須

佐

之

男

命

の

数
々

の

悪

態

乱

暴
ぶ

り 

は
、

日
の
神
が
天
の
岩
戸
に
隠
れ
る
原
因
を
つ
く
っ
た
。

天
の
岩 

戸
に
隠
れ
た
天
照
大
御
神
を
、

再
び
外
に
連
れ
出
す
天
の
岩
戸
の 

物
語
。

こ
れ
は
、

日
の
神
を
農
耕
神
と
し
て
も
み
て
い
る
あ
か
し 

で
あ
る
。
農
耕
民
族
に
と
っ
て
は
、

太
陽
の
光
が
農
作
物
の
生
産 

に
深
く
関
係
を
も
つ
も
の
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
 

天
の
岩
戸
事
件
の
あ
と
、

八
百
万
の
神
の
衆
議
に
よ
り
、
高
天 

原
を
追
放
さ
れ
た
須
佐
之
男
命
と
、
食
べ
物
を
つ
か
さ
ど
る
神
大 

気
津
助
売
と
の
出
会
い
、

そ
し
て
、

こ

の

比

売

を

殺

し

た

と

こ 

ろ
、

か
ら
だ
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
農
産
物
が
で
て
き
た
と
い
う
「
神 

逐
い
」

の
物
語
と
な
る
。

三

出

雲

神

話

出
雲
神
話
の
舞
台
は
出
雲
で
あ
る
。
高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ
た 

須
佐
之
男
命
が
、

「
八

岐
の
大
蛇
」
を
退
治
し
た
と
い
う
物
語
。 

こ
の
時
、

大
蛇
の
か
ら
だ
か
ら
出
た
剣
が
、

の
ち
に
三
種
の
神
器 

の

一

つ

に

な

っ

た

「
草
薙
の
剣
」
(

天
叢
雲
の
剣
と
も
い
う)

の
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物
語
。

そ
し
て
、

須
佐
之
男
命
は
櫛
名
田
比
売
と
結
婚
し
、
出
雲 

の
祖
神
、

大

己

貴

神(

大
国
主
神)

が
う
ま
れ
る
。 

大
国
主
神
は
別
の
名
を
、

大

穴

牟

遅

神•

葦

原

色

許

男

神•

八 

千

矛

神•

宇
都
志
国
王
神
と
も
い
い
、

あ
わ
せ
て
五
つ
の
名
が
あ 

る
。

こ
こ
で
は
、

よ

く

知

ら

れ

て

い

る

「
因
幡
の
白
兎
」

の
物
語 

あ
り
、

さ
ら
に
、
高
天
原
の
天
照
大
御
神
と
出
雲
の
神
々
と
の
間 

に
行
わ
れ
た
「
国
ゆ
ず
り
」
の
物
語
が
あ
る
。
出
雲
神
話
の
中
の
、
 

大
蛇
退
治
の
説
話
は
、
根
の
国
の
須
佐
之
男
命
が
神
秘
的
な
神
剣 

(

草
薙
の
剣)

を
、
高
天
原
の
天
照
大
御
神
に
献
上
す
る
と
い
う 

こ
と
が
主
眼
、

つ
ま
り
、
高
天
原
へ
の
根
の
国
の
服
従
を
決
定
づ 

け
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、

次
の
国
ゆ
ず
り
と
、

天 

孫
降
臨
の
神
話
へ
発
展
す
る
序
曲
と
も
い
え
よ
う
。

四
天
孫
降
臨
神
話

天

孫

瓊

々

杵

尊

が

、

「
筑
紫
の
日
向
の
高
千
穂
の
久
士
布
流
多 

気
」

に
、

天
降
り
さ
れ
た
と
い
う
天
孫
降
臨
の
神
話
は
、
後
で
詳 

し
く
説
明
す
る
よ
う
に
、

『
三
国
名
勝
図
会
』

に
、

霧
島
は
、

本 

名
は
高
千
穂
と
い
う
け
れ
ど
い
、

後
来
霧
島
を
以
て
通
釈
と
す
、
 

と
あ
る
よ
う
に
、
霧
島
が
日
本
神
話
の
中
で
も
、

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
と
思
わ
れ
る
天
孫
降
臨
の
霊
地
に
擬
せ
ら
れ
て
き
た
。 

牧
園
は
、

霧
島
山
の
も
ろ
も
ろ
の
恩
恵
に
浴
し
な
が
ら
、
歩
み 

を
続
け
て
き
た
。
牧
園
の
過
去
も
現
在
も
、

ま
た
未
来
も
、

こ
の 

霧
島
を
離
れ
て
の
存
在
は
考
え
ら
れ
な
い
。
牧
園
は
、

霧
島
と
共 

に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
牧
園
町
民
憲
章
の
前 

文
に
、

「
牧
園 

わ
た
し
た
ち
の
町 

多

く

の

祖

先

が

汗

で
 

築

き

伝

え

た

わ

た

し

や

あ

な

た

の 

ふ

る

さ

と

水

清

く

み
 

ど

り

あ

ふ

れ

る

い
で

湯

の

町

美

し

い

自

然
と

神

話

の

里 

牧
園 

…
…
」
と
う
た
っ
て
い
る
。
霧
島
、

そ
し
て
、
牧
園
と
最
も
関
係 

の
深
い
神
話
は
、
も
ち
ろ
ん
天
孫
降
臨
の
神
話
で
あ
る
。
 

次
に
、

『
古
事
記
』
を
意
訳
す
る
か
た
ち
で
天
孫
降
臨
の
神
話 

に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

天
照
大
御
神
の
命
を
受
け
て
出
雲
へ
行
き
、

国
ゆ
ず
り
の
交
渉 

を

成

功

さ
せ

た

建

御

雷 

神

と

天

鳥

船

神

と

は

、

高
天
原
に
帰 

っ
て
、

「
国
ゆ
ず
り
」

の
こ
と
を
報
告
し
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、
 

天
照
大
御
神
と
高
御
産
巣
日
神
と
は
、

天

忍

穂

耳

命

を

呼

び

寄 

せ
て
、

「
豊
葦
原
の
国
も
す
っ
か
り
お
だ
や
か
に
な
っ
た
か
ら
、
 

降
り
て
い
っ
て
治
め
な
さ
い
」
と

命

じ

た

。
と

こ

ろ

が

命

は

、
 

「
私
が
旅
立
ち
の
支
度
を
し
て
い
ま
し
た
ら
、

世
つ
ぎ
の
お
子
が 

生
ま
れ
ま
し
た
。

名
を
天
津
日
高
日
子
番
能
瓊
々
杵
命
と
申
し
ま
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す
。

こ
の
お
子
を
降
し
ま
し
ょ
う
」
と
答
え
た
。

こ
の
お
子
は
、
 

天
照
大
御
神
の
子
の
天
忍
穂
耳
命
が
、

高
御
産
巣
日
神
の
娘
の
万 

幡
姫
命
を
娶
っ
て
、

お
う
ま
れ
に
な
っ
た
方
で
あ
っ
た
。
 

そ
こ
で
、

天
照
大
御
神
は
皇
孫
瓊
々
杵
命
に
向
か
っ
て
、

「
こ 

の
豊
葦
原
の
水
穂
国
は
、

お
ま
え
が
治
め
る
べ
き
国
で
す
。
命
令 

に
従
っ
て
天
降
り
な
さ
い
」
と

言

い

渡

し

た(

『
日
本
書
紀
』

一
書 

に

は

「
葦
原
の
千
五
百
秋
の
瑞
穂
の
国
は
吾
が
子
孫
の
王
た
る
べ 

き
地
な
り
。

宜
爾
皇
孫
就
き
て
治
ら
せ
、

さ
き
く
ま
せ
、

宝

祚
 

の
隆
え
ま
さ
む
こ
と
天
壌
と
窮
り
な
け
む
」
と
記
さ
れ
て
い
る)

。
 

い
よ
い
よ
天
降
り
し
よ
う
と
す
る
と
、

天
の
八
衢
に
あ
っ
て
、
 

上
は
高
天
原
を
光
ら
し
、

下
は
葦
原
中
国
を
光
ら
す
神
が
あ
っ
た 

の
で
、

天

宇

受

売

命
(

天
の
岩
戸
で
活
躍
し
た
命)

を
遣
わ
し 

て
そ
の
名
を
問
わ
せ
る
と
、

そ
れ
は
猿
田
彦
神
と
い
い
、

天
孫
降 

臨
の
御
前
に
仕
え
る
た
め
に
あ
ら
わ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

天
照
大
御
神
は
、
瓊
々
杵
命
に
、

天
の
岩
戸
で
手
柄
の
あ
っ
た 

天

児

屋

根

命
•

布

刀

玉

命
•

天

宇

受

売

命
•

伊
斯
許
理
度
売 

命
•

玉

祖 

命

の

五

伴

の

緒(

五
部
族
の
長)

を
従
え
さ
せ
、

八 

尺

の

曲

玉•

八

咫

の

鏡•

草

薙

の

剣

の

三

種

の

神

器

を

授

け

、
 

「
こ
の
鏡
は
私
の
魂
で
あ
る
と
思
っ
て
、

大
事
に
お
祭
り
し
な
さ 

い
」
と
命
じ
た
。

瓊
々
杵
命
の
一
行
は
、

天
の
石
位
を
離
れ
、

天
の
八
重
た
な
雲 

を
押
し
わ
け
て
、
威
勢
よ
く
道
を
ひ
ら
い
て
進
み
、

や
が
て
天
の 

浮
橋
も
渡
り
下
海
を
く
ま
な
く
眺
め
わ
た
し
、

つ

い

に

「
築
紫
の 

日
向
の
高
千
穂
の
く
し
ふ
る
た
け
」
に
天
降
り
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
 

天 

忍

日

命

と

天

津

久

米

命

の

二

人

も

御

前

に

奉

仕

し

た

。
 

さ
て
、

天
孫
の
瓊
々
杵
命
は
、
高
千
穂
の
峯
か
ら
不
毛
の
続
く 

丘
を
越
え
て
、

よ
い
土
地
を
探
し
求
め
な
が
ら
、

つ
い
に
川
辺
郡 

の
笠
沙
之
御
前
に
達
せ
ら
れ
た
時
、

こ
の
国
の
太
陽
の
美
し
さ
に 

感
嘆
し
て
、

「
此
地
は
韓
国
に
向
ひ
て
、
朝
日
の
直
刺
す
国
タ
日 

の
日
照
る
国
な
り
、

故
此
地
ぞ
甚
吉
き
地
」
と
詔
り
給
う
て
た
だ 

ち
に
氷
木
が
高
天
原
に
も
と
ど
く
よ
う
な
堂
々
た
る
宮
居
を
大
地 

に
ど
っ
し
り
と
建
て
た
も
う
た
。

五

日

向

神

話

瓊
々
杵
命
か
ら
彦
火
火
出
見
命•

鵜
葺
草
葺
不
合
命
の
三
代
を 

俗
に
日
向
三
代
と
い
う
。

そ
の
日
向
三
代
に
お
け
る
中
心
的
神
話 

は
、
海
の
幸•

山
の
幸
の
物
語
で
あ
る
。
登
場
す
る
人
物
は
、
瓊
々
杵 

命
の
子
た
ち
で
あ
る
。
瓊
々
杵
命
は
、

吾
田
の
笠
沙
の
御
前(

岬) 

で
出
会
っ
た
美
人
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
美
人
は
、
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大
山
津
見
神
の
娘
、

木
花
之
佐
久
夜
毘
売
で
、

こ
の
間
に
う
ま
れ 

た

子

が

火

照

命(

隼
人
阿
多
君
の
祖)

で
、
次
に
火
須
勢
理
命
、
 

終
わ
り
に
火
遠
理
命
の
三
神
で
、

火
遠
理
命
は
別
の
名
を
、

天
津 

日

高

日

子

穂

穂

出

見

命(

天
皇
家
の
祖)

で
あ
っ
た
。
 

『
日
本
書
紀
』

で
は
、.
海
の
幸
を
も
つ
の
が
、

火
演
勢
理
命
で
、
 

山
の
幸
を
も
つ
の
が
火
遠
理
命(

日
子
穂
穂
出
見
命)

で
あ
る
が
、
 

『
古
事
記
』

で
は
、

兄

の

火

照

命(

海
の
幸)

と
、
弟
の
火
遠
理 

命
(

日
子
穂
穂
出
見
命)

と
の
関
係
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
物 

語
で
は
、
隼

人

阿

多

君

の

祖

が

「
海
幸
彦
」

で
登
場
し
、

「
隼
人 

舞
」
と
か
、

「
俳
優
の
民
」
な
ど
と
、
隼
人
族
と
の
関
係
も
あ
る 

の
で
、

「
海
幸
彦
」

「
山
幸
彦
」

の
物
語
の
あ
ら
ま
し
を
次
に
述
べ 

る
。火

照
命
は
海
幸
彦
、

火
遠
理
命
は
山
幸
彦
で
あ
る
。

山
幸
彦
は 

兄
に
せ
が
ん
で
釣
り
針
を
借
り
て
釣
り
に
行
く
が
、

一
匹
も
釣
れ 

ず
、

釣
り
針
も
な
く
し
て
し
ま
う'' 

自
分
の
十
拳
の
剣
で
、

五
〇 

〇
本
、

一
〇O

〇
本
の
釣
り
針
を
つ
く
っ
て
許
し
を
乞
う
が
、

兄 

は

「
も
と
の
鉤
を
返
せ
」
と
い
っ
て
許
し
て
く
れ
な
い
。

山
幸
彦 

が
困
り
果
て
て
い
る
と
、

そ
こ
へ
塩
椎
神
が
現
れ
、

綿
津
見
神
の 

宮
に
案
内
す
る
。

山
幸
彦
は
そ
の
宮
で
、

綿
津
見
神
の
娘
豊
玉
毘 

売
と
ね
ん
ご
ろ
に
な
る
。
や
が
て
釣
り
針
が
み
つ
か
り
故
郷
へ
帰

る
。

こ
の
時
、

海
神
は
山
幸
彦
に
塩
盈
珠
と
塩
乾
珠
を
授
け
る
。 

故
国
へ
帰
っ
た
山
幸
彦
は
、

な
お
も
許
さ
ぬ
海
幸
彦
を
二
つ
の
珠 

を
使
っ
て
さ
ん
ざ
ん
苦
し
め
る
。
海

幸

彦

は

つ

い

に

降

参

し

、
 

「
ど
う
か
許
し
て
く
れ
。

こ
れ
か
ら
さ
き
は
昼
も
夜
も
、

あ
な
た 

の
宮
殿
の
番
を
し
て
お
つ
か
え
す
る
か
ら
」
と
い
っ
た
。
海
幸
彦 

の
子
孫
は
隼
人
と
呼
ば
れ
、
後

の

世

に

至

る

ま

で

朝

廷

に

仕

え 

て
、

祖
先
の
火
照
命
が
水
に
お
ぼ
れ
た
時
の
様
を
ま
ね
た
踊
り
を 

お
ど

る
こ

と

に
な

っ
て

い
た
と

い
う(

こ
れ
が
隼
人
舞
の
起
源
で 

あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る)

。

『
日
本
書
紀
』
本
文
で
は
、

「
俳
優
の
民
」
と
す
る
の
を
、
『
古 

事
記
』

で

は

「
汝

の

命

の

昼

夜

の

守

護

人

と

な

り
て

仕

え

奉

ら 

ん
」
と
、
後

世

的

感

覚

で

「
守
護
人
」
と
表
現
し
て
い
る
。
海
幸 

彦
が
山
幸
彦
に
降
参
し
、

服
従
す
る
こ
と
は
、

阿
多
隼
人
が
天
皇 

家
に
服
属
す
る
由
来
の
物
語
で
、
隼
人
舞
は
、

天
皇
の
御
前
で
奏 

す
る
服
属
儀
礼
の
舞
で
、

天
皇
に
仕
え
る
夷
狄
の
姿
態
を
示
す
も 

の
で
あ
る
。

次
に
、

山

幸

彦
(

日
子
穂
穂
出
見
命)

と
豊
玉
禺
売
の
子
が
鵜 

葺
草
葺
不
合
命
で
、
鵜
葺
草
葺
不
合
命
と
玉
依
毘
売
と
の
間
に
四 

子
が
あ
っ
た
。

五

瀬

命
•

稲

氷

命
•

御

毛

沼

命

そ

し
て

第

四

子 

が

若

御

毛

沼

命
で

別

の

名

を

神

倭

伊

波

礼

毘

古

命

と

も

い

い

、

51



第2編牧園の神話

こ
の
命
が
の
ち
の
神
武
天
皇
で
あ
る
。

以
上
、

神
話
の
あ
ら
す
じ
を
神
武
天
皇
生
誕
ま
で
、
『
古
事
記
』 

の
記
述
を
主
と
し
て
記
し
た
。

最
後
に
、

「
神
話
は
歴
史
で
は
な
い
」
と
よ
く
い
わ
れ
る
が
、
 

果
た
し
て
そ
う
断
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
文
字
の
な
か
っ
た
大 

昔
の
こ
と
を
知
る
に
は
、

遺
跡
を
し
ら
べ
、

土
器
や
石
器
を
手
が 

か
り
に
す
る
と
と
も
に
、

神
話
や
伝
説
の
中
か
ら
総
合
的
な
判
断 

を
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

ま
た
、

語
り
継
が
れ
た
神
話 

や
伝
説
は
、

国
民
の
心
に
深
く
し
み
と
お
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実 

で
あ
る
。
神
話
の
中
に
、

祖
先
の
思
想
や
習
慣
を
求
め
な
が
ら
、
 

日
本
の
歴
史
の
底
に
流
れ
る
も
の
は
何
か
を
引
き
だ
す
努
力
が
必 

要
で
あ
ろ
う
。

次
に
、

天

孫

降

臨

神

話
と

最
も

関

係

の
深

い

霧

島

山

、

そ
し 

て
、
牧
園
と
関
係
の
深
い
霧
島
山
、

天
逆
矛
に
つ
い
て
、

『
三
国 

名
勝
図
会
』

の
記
述
を
参
照
す
る
。
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第
三
章
霧
島
山
と
天
逆
矛

一
 

霧

島

山

霧
島
山
の
名
称
に
つ
い
て
、

『
三
国
名
勝
図
会
』

に
は
次
の
よ 

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

㈠

、

「
…
…
切
嶼
山
に
作
る
。
此
嶽
、
本
名
は
高
千
穂
と
い 

へ
ど 

も
、
後
来
霧
島
山
を
以
て
通
称
と
す
。
霧
島
の
名
義
、
種
々
の
説 

あ
り.

」

㈡

、

「
…
…
天
孫
降
臨
の
時
、
霧
深
く
し
て
物
色
を
弁
せ
ず
、
稲
穂 

を
投
散
し
玉
ひ
し
に
因
て
、
霧
晴
れ
し
事
、
上
文
に
も
記
せ
し
如 

く
に
て
、
此
峯
は
特
に
朝
霧
夕
霧
常
に
深
き
処
な
り
。
今
に
至
て 

然
り
と
す
。
故
に
霧
島
と
名
づ
く
と
い
へ
り
…
…
」 

㈢

、

「
…
…
又
一
説
に
、
皇
孫
天
降
の
時
、
霧
海
を
見
下
し
玉
う 

に
、
浮
た
る
島
の
如
く
見
ゆ
る
物
あ
る
を
、
天
瓊
矛
を
以
て
か
き 

さ
ぐ
り
、其
処
に
天
降
あ
り
。其
矛
を
逆
様
に
建
玉
う
。
是
を
天
逆 

矛
と
号
す
。
今
に
も
雲
霧
都
城
の
曠
野
よ
り
高
千
穂
峯
の
山
腰
を 

擁
す
る
時
は
、
其
中
に
二
峯
顕
れ
出
浮
た
る
島
の
如
し
。
故
に
往 

古
よ
り
都
城
の
地
を
霧
島
と
い
い
、
又
其
地
を
虚
海
と
も
い
う
。

霧
島
の
名
は
是
よ
り
出
た
り
と
す
…
…
」

㈣

、

「
…
…
又
一
説
に
、
天
孫
稲
穂
を
撒
し
玉
ひ
し
に
、
雲
霧
開
き 

晴
れ
し
よ
り
、
霧
島
の
名
起
る
と
い
へ
る
説
あ
れ
ど
も
、
霧
島
と 

い
う
名
は
、
其
以
前
よ
り
の
名
に
て
、
稲
穂
の
縁
に
し
よ
り
、
高 

千
穂
峯
の
名
を
得
し
に
て
、
今
猶
霧
島
と
い
う
名
に
、
呼
来
る 

は
、
却
て
其
旧
称
に
や
仍
ぬ
ら
ん
と
い
え
り
…
…
」 

㈤

、

「.
…
：
又
一
説
に
、
霧
島
の
字
、
蓋
し
続
後
紀
承
和
四
年(

八 

三
七)

よ
り
、
始
る
日
霧
島
峯
の
神
、
官
社
を
預
か
る
是
な
り
。
 

是
よ
り
先
、
古
所
の
内
所
見
あ
る
を
見
ず
。
続
紀
延
暦
七
年(

七 

八
八)

火
を
曾
の
峯
に
発
す
。
承
和
四
年(

八
三
七)

に
至
て
実 

に
五
十
年
な
れ
ば
、
其
霧
島
と
名
づ
く
る
、
此
間
に
あ
る
べ
し
、
 

近
比
我
桜
島
火
を
安
永
八
年(

一
七
七
九)

に
発
す
、
爾
後
今
に
至 

て
五
十
年
、
猶
煙
霧
を
帯
ぶ
、
是
を
推
て
見
れ
ば
、
此
峯
霧
を
以 

て
奇
を
示
す
が
如
し
、
因
て
其
名
を
得
た
る
な
ら
ん
、
但
島
の
字 

を
配
す
る
は
、
所
謂
浮
渚
に
本
づ
く
な
る
べ
し
と
い
え
り
…
…
」 

K
、

「
…
…
又
一
説
此
峯
の
東
、
諸
県
郡
高
城
、
東
霧
島
村
、
東
霧 

島
神
社
の
内
、
伊
蚌
諾
尊
、
火
雷
を
斬
り
玉
い
し
址
あ
り
、
切
霧 

同
訓
、
故
に
霧
島
の
名
は
、
是
に
本
づ
く
、
旧
事
大
成
経
、
切
嶼 

山
に
作
る
は
、
是
に
因
て
な
り
。
此
社
あ
る
に
因
て
、
矛
峯
に
名 

づ
く
る
に
も
、
亦
霧
島
を
以
て
す
と
い
え
り
、
霧
島
神
社 

の
名 

は
、
国
史
及
び
延
喜
式
に
見
え
た
り
…
…
」
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旧
、

「
…
…
霧
島
の
名
義
は
、
上
文
に
記
せ
る
諸
説
あ
り
と
い
え
ど 

も
、
蓋
し
第
一
条
の
説
の
如
く
、
此
峯
霧
深
き
縁
故
に
て
、
名
づ 

け
た
る
な
ら
ん
、
島
の
字
は
、
上
古
此
嶽
の
下
の
周
廻
、
水
沢
な 

り
し
に
因
て
、
名
を
得
た
る
な
る.
へ
し
…
…
」 

外
、

「
…
…
今
に
も
霧
島
の
山
足
に
は
、
池
沼
甚
多
く
、
四
十
八
池 

の
称
も
あ
り
、
是
上
古
水
沢
の
遺
跡
な
ら
ん
、
又
此
嶽
の
南
に 

は
、
隅
州
の
裏
海
あ
り
て
、
四
面
皆
水
な
り
…
…
」 

㈤

、

「
…
…
霧
島
山
の
下
は
、
四
面
皆
水
海
な
れ
ば
、
天
孫
降
臨
の 

時
、
天
上
よ
り
下
し
視
玉
う
時
、
霧
の
中
に
島
の
如
く
見
え
し
な 

る
べ
し
…
…
」

田
、

「
…
…
皇
孫
天
降
の
時
、
地
上
皆
水
海
に
し
て
、
此
山
と
霧
島 

山
と
の
み
、
島
の
よ
う
見
え
た
る
を
、
皇
孫
天
の
浮
橋
に
登
り 

て
、
此
山
に
渡
り
玉
い
し
と
記
せ
り
、
是
浮
渚
の
事
を
伝
え
し
な 

る
べ
し
…
…
」

1
1、

「
…
…
霧
島
の
名
称
は
上
文
の
諸
説
を
併
せ
考
う
る
に
、
高
千 

穂
と
霧
島
と
は
、
古
来
皆
縁
故
に
因
て
、
両
名
伝
わ
り
し
を
、
此 

峯
常
に
霧
の
深
き
処
な
れ
ば
、
現
前
朝
夕
見
る
景
状
を
呼
習
い
霧 

島
と
唱
え
、
其
の
称
呼
盛
に
な
り
て
世
に
行
わ
れ
、
高
千
穂
の
名 

は
、
次
第
に
隠
れ
つ
る
な
ら
ん
…
…
」

あ

ま

の

さ

か
 

ほ
こ

二

天

逆

矛

ま
た
、

天
逆
矛
に
つ
い
て

、
『
三
国
名
勝
図
会
』

に
詳
述
し
て 

あ
る
が
、

そ
こ
か
ら
抜
き
書
き
し
て
み
る
。

…
…
皇
孫
天
降
の
時
、
霧
海
を
見
下
し
玉
う
に
、
浮
た
る
島
の
如 

く
見
ゆ
る
物
あ
る
を
、
天
瓊
矛
を
以
て
か
き
さ
ぐ
り
、
其
処
に
天
降 

あ
り
。
其
矛
を
逆
様
に
建
玉
う
。
是
を
天
逆
矛
と
号
す
。
 

天
逆
矛
、
峯
の
巔
に
あ
り
、
今
に
現
存
す
。
此
逆
矛
は
高
原
錫
杖 

院
の
所
管
な
り
。
瓊
々
杵
尊
、
天
降
の
時
、
建
玉
い
し
者
な
り
、
蓋 

し
此
矛
は
、
大
己
貴
命(

大
国
主
命)

の
、
天
孫
瓊
々
杵
尊
に
授
け 

し
広
矛
な
り
。
大
己
貴
命
日
く
、

『
吾
此
矛
を
以
て
卒
に
治
功
有 

り
、
天
孫
此
矛
を
用
い
て
国
を
治
め
ば
、
必
ず
平
安
な
る
べ
し
。』 

と
、
是
な
り
。
瓊
々
杵
尊
の
高
千
穂
に
天
降
り
す
る
や
、
警

理
(

行 

幸
の
時
、
 

道
を
い
ま
し
め
通
行
止
め
を
す
る
こ
と
。)

前
導
し
て
行
く 

行
く
叱
す
。
故
に
稜
威
の
道
別
道
別
と
あ
る
。
猶
後
世
天
子
行
幸
の 

儀
衛
の
如
し
。
既
に
し
て
邦
内
服
従
し
天
下
無
事
な
り
。
因
っ
て
此 

矛
を
山
上
に
樹
て
万
世
の
下
に
鎮
標
す
。
解

厳(

兵
の
備
え
を
ゆ
る 

め
て)

復
干
戈
を
用
ゆ
る
こ
と
な
き
を
示
す
が
如
し
。
是
、
神
功
皇 

后
所
杖
の
矛
を
以
て
新
羅
城
門
に
樹
る
と
意
同
じ
。
是
亦
上
古
の
俗 

な
る
瞰
…
…
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ま
た
、

「
天
逆
矛
、

逆
は
朝
日
の
弥
逆
昇
る
と
い
う
が
如
く
、
 

茂
矛
の
義
に
て
、
猶
幸
矛
と
云
わ
ん
が
如
し
」
と
も
述
べ
、

更
に 

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

…
…
其
霊
矛
は
、
虞
火
の
為
に
焼
折
ら
る
。
是
何
れ
の
年
な
る
を 

詳
に
す
る
こ
と
な
し
。
発
火
は
、
延
暦
七
年(

七
ハ
ハ)

以
後
、
天 

永

三

年(

一
一 

一
ニ)

、
文
暦
元
年(

二
三
一
四)

等
な
り
。
 

近
世
、
文
禄
元
年(

一
五
九
二)

、
其
折
れ
し
所
の
鋒
を
取
り
て
、
 

其
、
東
南
の
麓
三
里
許
の
処
に
あ
る
、
荒
嶽
神
社
に
安
置
し
て
、
神 

體
と
す
。
其
社
都
城
安
永
村
西
嶽
に
あ
り
、
其
鋒
の
長
さ
一
尺
余
、
 

鐸
の
如
き
所
に
、
雲
象
に
似
た
る
も
の
見
え
た
り
、
所
々
土
食
し
、
 

小
指
頭
許
に
穿
て
る
痕
あ
り
、
今
矛
峯
に
は
、
其
残
幹
を
旧
に
仍
つ 

て
樹
つ
、
其
長
さ
六
尺
、
囲
り
一
尺
許
、
鋒
刃
に
近
き
所
、
長
鼻
大 

眼
の
面
像
を
左
右
に
起
し
成
す
、
鋒
と
幹
と
、
共
に
銅
質
に
似
た
れ 

ど
も
、
何
金
た
る
を
定
め
が
た
し
、
其
状
古
奇
に
し
て
、
実
に
神
代 

の
遺
宝
な
り
、
鋒
は
黝
黒
色
を
な
す
…
… 

以
上
、

神
話
の
項
を
終
え
る
に
当
た
り
、

平
成
三
年
一
月
四n
 

の
新
聞
に
、

小
学
六
年
社
会
科
申
請
本
に
、

「
神
話
の
人
物
、
新 

登
場
」
と
し
て
、
新

指

導

要

領

が

「
古
事
記
、

日
本
書
紀
、

風1
• 

記
か
ら
取
り
上
げ
る
」
と
初
め
て
明
記
し
た
、

大
和
朝
廷
に
よ
る 

国
土
統
一
の
扱
い
。
申
請
本
で
は
、

ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
、

ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
、

ワ

カ

タ

ケ

ル(

雄

略

天

皇)

、

仁

徳

天 

皇
、

推
古
天
皇
と
い
っ
き
ょ
に
五
人
が
新
し
く
登
場
し
た
」
と
報 

道
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
。

(

注)

神
話
の
参
考
資
料
『
古
事
記
』
、
『
日
本
書
紀
』
、
『
三
国
名
勝 

図
会
』
、

『
鹿
児
島
県
の
歴
史
』
(

原
口
虎
雄)

、
『
高
原
町
史
』
、
『
霧 

島
町
誌
』
、

『
南
九
州
古
代
ロ
マ
ン
』(

中
村
明
蔵)

、

『
歴
史
読
本
』
。

55


